
内
閣
衆
質
一
六
四
第
一
〇
三
号

平
成
十
八
年
三
月
三
日

内
閣
総
理
大
臣

小

泉

純

一

郎

衆

議

院

議

長

河

野

洋

平

殿

衆
議
院
議
員
末
松
義
規
君
提
出
税
理
士
法
の
運
用
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。

平
成
十
八
年
三
月
三
日
受
領

答
弁
第
一
〇
三
号



衆
議
院
議
員
末
松
義
規
君
提
出
税
理
士
法
の
運
用
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

国
税
局
長
（
沖
縄
国
税
事
務
所
長
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
は
、
地
方
公
共
団
体
、
農
業
協
同
組
合
、
漁
業
協
同
組
合
、

事
業
協
同
組
合
又
は
商
工
会
の
役
員
又
は
職
員
の
う
ち
、
申
告
者
数
そ
の
他
の
事
務
の
性
質
及
び
分
量
等
を
考
慮
し
、
適
当

と
認
め
る
も
の
に
対
し
、
原
則
と
し
て
所
得
税
及
び
個
人
事
業
者
の
消
費
税
に
限
り
、
一
定
の
条
件
を
付
し
た
上
で
、
臨
時

の
税
務
書
類
の
作
成
等
に
係
る
許
可
（
以
下
「
許
可
」
と
い
う
。
）
を
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

二
に
つ
い
て

税
理
士
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
三
十
七
号
）
第
五
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
無
報
酬
と
は
、
税
理
士
又
は
税
理

士
法
人
以
外
の
者
が
申
告
書
等
の
作
成
等
を
行
う
に
当
た
っ
て
、
そ
の
作
成
等
を
求
め
る
者
か
ら
報
酬
を
受
け
な
い
こ
と
を

い
う
。

三
に
つ
い
て

国
税
局
長
に
よ
る
許
可
に
関
す
る
「
団
体
名
、
団
体
の
住
所
、
人
数
」
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
に
関
す
る
行
政
文
書
の
保
存

期
間
は
一
年
と
し
て
お
り
、
平
成
十
七
年
一
月
一
日
か
ら
同
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
一
年
間
に
お
け
る
許
可
の
件
数
は

一



約
五
千
件
で
あ
り
、
調
査
に
膨
大
な
作
業
を
必
要
と
す
る
た
め
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

平
成
十
七
年
一
月
一
日
か
ら
同
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
一
年
間
で
確
認
で
き
る
範
囲
で
は
、
国
税
局
長
に
対
す
る
許

可
の
申
請
に
対
し
て
許
可
を
し
な
か
っ
た
事
例
は
一
件
で
あ
り
、
そ
の
理
由
は
農
業
協
同
組
合
が
税
務
署
に
比
較
的
近
く
許

可
の
必
要
性
に
乏
し
い
と
判
断
さ
れ
た
た
め
で
あ
る
。

地
方
公
共
団
体
の
長
に
よ
る
許
可
の
件
数
に
つ
い
て
は
、
承
知
し
て
い
な
い
。

な
お
、
団
体
の
種
類
別
の
、
国
税
局
長
に
よ
る
許
可
を
受
け
た
者
の
人
数
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
に
関
す
る
国
税
局
長
か
ら

国
税
庁
長
官
に
対
す
る
報
告
に
係
る
行
政
文
書
の
保
存
期
間
は
五
年
と
し
て
お
り
、
平
成
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
七

年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
五
年
間
で
は
、
都
道
府
県
が
延
べ
千
四
百
五
十
三
人
、
市
町
村
が
延
べ
一
万
七
千
七
百
五
十
四
人
、

農
業
協
同
組
合
が
延
べ
五
千
二
百
二
十
九
人
、
漁
業
協
同
組
合
が
延
べ
五
百
九
十
八
人
及
び
商
工
会
が
延
べ
六
百
六
十
一
人

で
あ
る
。

四
の
�
に
つ
い
て

お
お
む
ね
一
月
か
ら
三
月
ま
で
の
間
の
二
月
以
内
の
期
間
を
限
り
、
一
定
の
地
域
に
限
定
し
て
許
可
を
し
て
い
る
。

四
の
�
及
び
�
に
つ
い
て

二



税
理
士
法
第
五
十
条
は
、
申
告
時
期
等
、
税
務
事
務
が
一
時
に
集
中
し
、
税
理
士
が
不
足
す
る
よ
う
な
場
合
に
、
零
細
納

税
者
を
は
じ
め
と
す
る
納
税
者
の
便
宜
を
図
る
た
め
、
税
理
士
以
外
の
者
に
、
非
営
利
的
な
立
場
で
、
限
定
的
に
税
理
士
業

務
を
行
う
こ
と
を
認
め
る
趣
旨
で
設
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
国
税
庁
と
し
て
は
、
こ
の
趣
旨
に
沿
っ
て
個
別
具
体
の
事
例
に
即
し
て
判
断
す
べ
き
も
の
と
考
え

て
い
る
。

平
成
十
二
年
四
月
一
日
以
降
、
確
認
で
き
る
範
囲
で
は
、
災
害
が
あ
っ
た
場
合
そ
の
他
特
別
の
必
要
が
あ
る
場
合
に
許
可

を
与
え
た
事
例
と
し
て
は
、
三
宅
島
の
災
害
に
関
し
、
平
成
十
七
年
に
、
三
宅
村
の
職
員
に
対
し
て
、
芝
税
務
署
管
内
に
限

定
し
て
許
可
を
し
た
も
の
が
あ
る
。

四
の
�
に
つ
い
て

一
に
つ
い
て
及
び
四
の
�
に
つ
い
て
で
述
べ
た
と
お
り
、
原
則
と
し
て
所
得
税
及
び
個
人
事
業
者
の
消
費
税
に
限
り
、
お

お
む
ね
一
月
か
ら
三
月
ま
で
の
間
の
二
月
以
内
の
期
間
を
限
り
、
一
定
の
地
域
に
限
定
し
て
許
可
を
し
て
い
る
。

四
の
�
に
つ
い
て

国
税
局
と
税
理
士
会
と
の
協
議
会
等
の
場
に
お
い
て
、
農
業
協
同
組
合
、
漁
業
協
同
組
合
等
に
対
し
て
許
可
を
し
な
い
で

三



ほ
し
い
旨
の
意
見
が
表
明
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
。

四


